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１．事業化検討パートナー募集の趣旨 

令和３年３月に匝瑳市が策定した「匝瑳市都市計画マスタープラン」では、本市を

取り巻く状況の変化や現況を踏まえた都市づくりの主要課題として、銚子連絡道路等

の交通体系の形成に併せた産業機能の集積による拠点形成が位置づけられています。 

匝瑳市では、令和４年度から産業用地整備の候補地の検討を開始し、令和５年６月

に匝瑳 I.C.周辺の約１５ｈａを事業化想定区域（以下「匝瑳 I.C.周辺地区」という。）

として位置づけました。また、同年には市民等を対象とした住民説明会を２回開催し、

事業についての説明を行うとともに、進出企業ニーズ調査を実施し、一定の企業ニー

ズがあることを確認しました。 

さらに、令和６年度には地権者及び借地権者（以下「関係権利者」という。）を対象

としたまちづくり勉強会「匝瑳 I.C.周辺の将来を話し合う会」が３回開催され、事業

についての説明を受け、令和７年１月には関係権利者で組織する「匝瑳 I.C.周辺まち

づくり協議会（以下「まちづくり協議会」という。）を設立したところです。 

今後は、まちづくり協議会と匝瑳市が連携し、匝瑳市の未来を拓く産業拠点づくり

を進めるため、事業化検討パートナーとともに事業手法や実現性等を検討し、農林水

産業、観光産業等の地域産業やグローバル展開可能な立地等を活かし、“賑わいと交

流の創出”と“先端的な産業の集積”を２本柱とした事業の実現を目指していきたい

と考えております。 

今回の事業化検討パートナーの募集は、匝瑳 I.C.周辺地区における産業用地の整

備に向け、調査・検討段階から、豊富な経験やノウハウを有する民間開発事業者に参

画いただくことにより、実現性の高い事業化に向けた具体的な検討を行うことを目的

として実施するものです。 

 

匝瑳 I.C.周辺の開発イメージ
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２．事業概要 

（１）所在地　匝瑳市八日市場イ 

（２）面積　約１５．２ha 

（３）地権者及び借地権者　８５名（令和７年５月末時点） 

（４）関連法令規制 

①都市計画法 

　（現状）地区全域が非線引都市計画区域内の白地地域 

　（構想）非線引都市計画区域内の工業系用途地域に指定予定 

②農振法（農業振興地域の整備に関する法律） 

　地区全域が農業振興地域かつ大半が農用地区域に指定 

　地区全域が土地改良事業（令和５年度に事業完了。線的整備事業）の受益

地に指定 

※農業振興地域から除外する協議を行っております。 

（５）将来土地利用　工場、物流、商業系 

（６）これまでの経過 

令和３年度　匝瑳市都市計画マスタープランに産業系土地利用検討地として 

位置付け 

令和４年度　匝瑳市産業用地候補地検討調査を実施 

令和５年度　事業化想定区域として選定 

令和６年度　関係権利者勉強会を開催（計３回） 

まちづくり協議会を設立 

（７）今後の想定スケジュール 

令和７年度　事業化検討パートナーの公募、選定 

事業化検討パートナーに選定された企業と覚書締結 

農林調整に関する協議資料の作成 

農村産業法（農村地域への産業の導入の促進等に関する法律）の

実施計画変更に関する協議 

令和８年度　農業振興地域除外に関する手続 

都市計画変更に関する手続 

令和９年度　農地転用に関する手続 

用地造成 
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（８）位置図及び現況図　別図１、２のとおり 

（９）土地利用計画図　別図３のとおり 

 

３．事業化検討パートナーの募集 

（１） 事業化検討パートナーの業務 

　匝瑳 I.C.周辺地区における産業用地整備の円滑な実現に向け、事業化の検討

及び支援を求めます。 

　主な内容は、以下のとおりです。なお、具体的に取り組む内容は、まちづくり

協議会及び匝瑳市との話し合いにより決定します。 

　①事業計画に関すること。 

　②事業手法（開発行為又は土地区画整理事業等）の検討に関すること。 

　③造成後の土地活用に関すること。 

　④地権者の合意形成支援（資料提供や勉強会への出席等）に関すること。 

⑤企業誘致に関すること。 

　⑥その他、事業推進に必要な事項に関すること。 

なお、本事業は官民共同事業として実施を想定しています。事業化検討パー

トナーとの検討を踏まえ、本地区が目指す産業拠点の形成に資する事業条件を

設定するとともに、今後、本地区開発事業者の公募を想定しています。また、

まちづくり協議会、匝瑳市及び事業化検討パートナーとの具体的な役割分担

は、協議の上、決定します。 

（２） 事業化検討パートナーの選定方法 

　選定方法は、公募によるプロポーザル方式とし、提案内容について提案者によ

るプレゼンテーションを踏まえて審査し、その結果、最も優れた提案者をまちづ

くり協議会との優先交渉権者とします。 
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（３） 募集・選定スケジュール 

　募集から選定までのスケジュールは、以下のとおりです。 

 

（４） 事業化検討パートナーの要件及び留意事項 

　①基本的な要件 

事業の趣旨、事業の内容を踏まえ、提案する事業計画の基本方針に基づいて産

業用地の整備事業を着実に実施することができる技術力、資金力、実績及び社会

的信用を有する者とします。また、本募集に参加できるのは、法人格を有する単

体の事業者、あるいは複数の事業者により構成されるグループ（以下「共同企業

体」という。）とします。 

　②応募資格 

本募集に応募する資格は、以下のとおりです。 

応募する場合は、ア～キの全ての要件を満たす必要があります。 

また、共同企業体（以下、共同企業体を構成する企業を「構成員」、その代表と

なる企業を「代表企業」という。）で応募する場合は、構成員の全てがアの要件を

満たす必要はありませんが、イ～キの要件については構成員の全てが満たす必要

があります。 

 

 内容 日程

 公募の開始（募集要項等の配布） 令和７年６月２５日（水）

 質疑の受付期限 令和７年７月 ９ 日（水）

 質疑への回答 令和７年７月１６日（水）

 参加表明書類等の提出期限 令和７年７月２４日（木）

 参加資格の確認 令和７年７月２５日（金）

 企画提案書の提出依頼 令和７年７月３０日（水）

 企画提案書の提出期限 令和７年９月１７日（水）

 企画提案書の評価 

（プレゼンテーション及びヒアリング）
令和７年１０月７日（火）

 審査結果の通知・公表 令和７年１０月中旬

 匝瑳 I.C 周辺まちづくり協議会総会 令和７年１１月中旬

 覚書の締結 令和７年１１月下旬
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　ア　過去１０年以内に、開発行為の開発事業者又は土地区画整理事業の業務代

行者等としての実績を有すること。 

　イ　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しな

いこと。 

　ウ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続

きの開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可の決定がなされている

こと。 

　エ　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続

きの開始の申立てがなされた場合は、再生計画の認可の決定がなされている

こと。 

　オ　匝瑳市暴力団排除条例（平成２４年匝瑳市条例第１号。以下「暴力団排除

条例」という。）の規定による措置、匝瑳市建設工事請負業者等指名停止措

置要領に基づく指名停止措置、匝瑳市契約に係る暴力団等排除措置規則（平

成２６年匝瑳市規則第３５号）の規定による入札参加排除措置を受けていな

いこと。 

　カ　暴力団排除条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員、暴力団員等を構成

員としていないこと。 

　キ　公募開始日現在において、国税、都道府県税及び市町村税を滞納していな

いこと。 

　③留意事項 

　ア　共同企業体で応募する場合は、代表企業が手続を行ってください。 

　イ　構成員は、他の共同企業体に所属することはできません。 

　ウ　応募後又は事業化検討パートナー決定後において、必要に応じて共同企業

体の構成員の変更又は単独企業から共同企業体への変更は認めます。ただし、

構成員を追加又は変更する場合は資格要件を満たすものとし、その際、次ペ

ージに定める構成員届（第４号様式）を速やかに提出してください。 

　エ　原則として、事業化検討パートナーが期間中に検討及び協力に要した費用

は、事業化検討パートナーの負担とします。 
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４．応募手続 

（１） 募集要項の配布、質問の受付及び回答 

　①募集要項の配布 

　　　募集要項及び応募に関する書類は、匝瑳市公式ホームページから取得してく

ださい。 

　②質問の受付 

　　募集要項の内容に関する質問は、質問書（第１号様式）にまとめ、期間中に　

まちづくり協議会事務局に電子メールにて提出し、電話でその旨を連絡してく

ださい。なお、口頭による質問は受け付けません。 

　ア　受付期間 

　　　公募開始から令和７年７月９日（水）１７時まで 

　イ　受付場所 

　　　匝瑳 I.C.周辺まちづくり協議会事務局（匝瑳市商工観光課企業立地推進室） 

　　　E‐mail：s-suishin@city.sosa.lg.jp 

　　　電話番号：０４７９－７３－００１４ 

　ウ　質問に対する回答 

　　　質問に対する回答は、令和７年７月１６日（水）に匝瑳市公式ホームペー

ジ上で公表します。回答内容は、本要項の追加、修正として取り扱います。 

（２）参加意向表明書の提出及び参加資格確認 

　①受付期間 

　　公募開始から令和７年７月２４日（木）１７時まで 

　②提出方法 

　　　参加意向を表明する応募者（共同企業体の場合は代表企業）は、提出書類一

式をまちづくり協議会事務局まで持参又は郵送してください。 

　《提出先》 

　　宛先：匝瑳 I.C.周辺まちづくり協議会事務局（匝瑳市商工観光課企業立地推進室） 

　　所在地：〒２８９－２１９８　千葉県匝瑳市八日市場ハ７９３番地２ 

　③提出書類 

　ア　参加意向表明書（第２号様式） 

　イ　事業者概要書（第３号様式） 

　　　以下の書類を各１部添付してください。なお、共同企業体の場合は、全構
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成員分を添付してください。 

　　・定款、規約、会則等その他これらに類する書類の写し 

　　・会社、法人の登記事項証明書（交付から３か月以内の原本） 

　　・会社概要書（会社案内、パンフレット） 

　　・決算書（直近３期分） 

　　・建設業許可証明書又は宅地建物取引業者免許の写し（取得している場合のみ） 

　ウ　構成員届（第４号様式。共同企業体で参加する場合のみ） 

　エ　業務実績書（第５号様式） 

　④参加資格の確認結果 

　　　参加資格の確認結果は、令和７年７月３０日（水）までに参加意向表明書に

記載された所在地（共同企業体の場合は代表企業）宛に文書にて通知するとと

もに、参加意向表明書に記載されたメールアドレス宛に電子メールで通知しま

す。 

 

５．企画提案書の作成及び提出 

（１）企画提案書の受付 

　①企画提案書 

　ア　企画提案書はＡ４判（縦横・製本方法は自由。カラー可、両面印刷）とし、

１０ページ以内とします。Ａ３判を使用する場合は片袖折りとし、Ａ３判１

ページにつきＡ４判２ページと換算してください。 

　イ　文字の大きさは、原則として１１ポイント以上とし、図表に用いる文字は

判読可能な範囲とします。また、イラストやイメージ図、写真等を使用する

ことは差支えありません。なお、見やすい位置にページを付してください。 

　ウ　提出部数は１５部とします。併せて、企画提案書の電子データ（ＰＤＦ形

式）をＣＤ又はＤＶＤに記録して提出してください。 

　エ　提出された提案書及び電子データは返却しません。 

　②受付期間 

　　令和７年７月３１日（木）９時から令和７年９月１７日（水）１７時まで 

　　なお、提出後の修正や差替え、再提出は認めません。 

　③提出方法 

　　企画提案書を事務局まで持参又は郵送により提出してください。郵送の場合
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は、受付期間内に必着とし、配達の記録が残る書留等により郵送してください。 

《提出先》 

　　宛先：匝瑳 I.C.周辺まちづくり協議会事務局（匝瑳市商工観光課企業立地推進室） 

　　所在地：〒２８９－２１９８　千葉県匝瑳市八日市場ハ７９３番地２ 

　④費用負担 

　　提案書の作成、提出、プレゼンテーションに要する費用は、全て参加者の負

担とします。 

　⑤提案の辞退 

　　参加意向表明書の提出以降、本募集への参加を辞退する場合は、辞退届（様

式自由）を企画提案書の受付期間内に、持参又は郵送（必着）により事務局に

提出してください。 

（２）企画提案に求める事項 

　匝瑳市の立地環境や匝瑳 I.C.周辺地区の現況等を踏まえ、下記の事項について

提案してください。また、下記の事項以外についての提案があれば自由に提案して

ください。 

　①事業計画の基本方針（概略土地利用、想定事業スケジュール等） 

　②法規制の状況や関係権利者の意向等を踏まえた事業手法 

　③関係権利者の合意形成支援の取組方針 

　④企業誘致の取組方針（ターゲット業種等の想定、企業誘致の方策等） 

　⑤民間開発事業者と匝瑳市、まちづくり協議会の役割分担 

 

６．プレゼンテーション及び審査 

　　提出された企画提案書の内容についてプレゼンテーションを実施し、審査を行い

ます。プレゼンテーションの日程や会場等の詳細は個別に通知します。 

（１）審査委員会の設置 

　　本募集の優先交渉権者の選定にあたっては、匝瑳 I.C.周辺産業用地整備事業化

検討パートナー募集に係る審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行います。

審査委員会は、まちづくり協議会、行政機関職員及び匝瑳市職員から構成されます。 

（２）プレゼンテーション 

　　審査委員会は、プレゼンテーションの内容を踏まえて提案内容を評価項目及び評

価基準に基づき審査し、まちづくり協議会との優先交渉権者を決定します。ただし、
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評価得点が総得点の５割に満たない場合は、優先交渉権者を特定しないこととしま

す。また、評価の結果、最高点の者が複数あった場合には、審査委員会の協議によ

り優先交渉権者を特定します。 

（３）評価項目及び評価基準 

　　企画提案書の評価項目及び評価基準、配点は下記のとおりです。 

（４）審査結果の公表 

　審査結果は全ての参加事業者に対し、文書で通知します（共同企業体の場合は代

 評価項目 評価基準 配点

 

過去の実績
・過去１０年以内に、開発行為の開発事業者又は土地区画整理事業の

業務代行者等として携わった実績数
１０

 

提

案

事

項

事業計画の基本方針

・匝瑳 I.C.周辺地区の現況、企業立地の動向等を踏まえた土地利用が

提案されているか。 

・実現性の高い事業スケジュールが提案されているか。

１５

 

事業手法

・匝瑳 I.C.周辺地区の法規制状況について理解しているか。 

・法規制や関係権利者の意向等を踏まえた具体的な事業手法が提案

されているか。

１５

 
関係権利者の合意形

成支援の取組

・関係権利者（地権者及び借地権者）の合意形成について具体的な支

援の取組が提案されているか。 

・効果的な合意形成方策の提案であるか。

１５

 
企業誘致の取組方針

・ターゲット業種と業態の想定が的確であるか。 

・効果的な企業誘致方策の提案であるか。
１５

 

役割分担

・民間開発事業者とまちづくり協議会及び匝瑳市の特性を理解して

いるか。 

・まちづくり協議会及び匝瑳市との役割分担の提案は的確であるか。

１５

 その他有益な提案事

項
・上記の他、有益な提案事項があるか。 ５

 企画提案書及びプレゼン

テーション

・企画提案書の見やすさ、分かりやすさ。 

・提案に熱意と説得力があるか。質問対応は的確か。
１０

 合 計 １００
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表企業に通知）また、優先交渉権者は、匝瑳市公式ホームページに掲載します。 

　結果の公表は、令和７年１０月中旬を予定しています。なお、審査結果について

の異議、申立ては受付けません。 

７．優先交渉権者決定後の流れ 

（１）優先交渉権者へのヒアリング 

　　優先交渉権者に対し、協議会事務局からヒアリングを予定しています。ヒアリン

グの詳細は、優先交渉権者の決定後に通知します。 

（２）事業化検討パートナーの決定と覚書の締結 

　　事業化検討パートナーとまちづくり協議会及び匝瑳市で取り交わす覚書の内容

は、企画提案書の記載内容を基本に、まちづくり協議会、市及び優先交渉権者で協

議し、覚書（案）を決定します。 

　　覚書（案）が整った後、まちづくり協議会の合意を得て、事業化検討パートナー

の決定と覚書の締結を行います。 

（３）優先交渉権者の地位の喪失 

　　優先交渉権者の決定以降であっても、下記の失格要件に該当する場合は、その地

位を喪失するものとします。また、正当な理由なく企画提案書に相違する内容の覚

書を求める等して、覚書の締結に至らない時にもその地位を喪失するものとします。 

　　・提出方法、受付期間に適合しない場合 

　　・応募要件を満たさない者から提出された場合 

　　・記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

　　・虚偽の内容が記載されている場合 

　　・その他、法令違反等の公序良俗に反する行為があった場合 

なお、この場合において優先交渉権者がその地位を喪失したときは、次順位優先

交渉権者を繰り上げて優先交渉権者とします。 

（４）事業期間及び覚書の解約 

　①事業期間 

　　事業予定者が決定する日まで、又は別途協議の上で合意した日までとします。 

　②覚書の解約 

　覚書の締結から相当期間の経過をもっても事業化の見込みが整わない場合、協

議の上、覚書を解約することができます。その際、事業化検討パートナーはまち

づくり協議会に対し損害が生じないよう配慮するものとします。 
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【別図１ 位置図】 

 

 

　【別図２ 現況図】 

 



12 

　【別図３ 土地利用計画図 （イメージ）】 

 

 

 

 

 


